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１ 

議案第６５号 

 

   令和２年度久喜市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和2年度久喜

市一般会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて認定に付する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一    

 



２ 

議案第６６号 

 

   令和２年度久喜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和2年度久喜

市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて

認定に付する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 



３ 

議案第６７号 

 

   令和２年度久喜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和2年度久喜

市介護保険特別会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて認定

に付する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 



４ 

議案第６８号 

 

   令和２年度久喜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和2年度久喜

市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付け

て認定に付する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 



５ 

議案第６９号 

 

   令和２年度久喜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和2年度久喜

市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付

けて認定に付する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 



６ 

議案第７０号 

 

   令和２年度久喜市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和2年度久喜

市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付

けて認定に付する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 



７ 

議案第７１号 

 

   令和２年度久喜市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 令和2年度久喜市水道事業会計未処分利益剰余金を別紙のとおり処分したいの

で、議決を求める。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 

提案理由 

 未処分利益剰余金を処分したいので、地方公営企業法第32条第2項の規定によ

り、この案を提出するものであります。 

 

 

 

 

 



８

令和２年度久喜市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

(単位　円)

減債積立金 建設改良積立金
未処分

利益剰余金
利益剰余金

合計

1,093,895,118 1,217,519,325 0 2,311,414,443

△ 305,611,021 0 663,222,929 357,611,908

△ 305,611,021 0 305,611,021 0

0 0 0 0

当年度純利益 0 0 357,611,908 357,611,908

令和２年度末残高 788,284,097 1,217,519,325 663,222,929 2,669,026,351

59,378,221 0 △ 663,222,929 △ 603,844,708

処分後残高 847,662,318 1,217,519,325 0 2,065,181,643

減債積立金取崩額

処分額

令和元年度末残高

令和２年度変動額

利益剰余金

建設改良積立金取崩額



９ 

議案第７２号 

 

   令和２年度久喜市水道事業会計決算認定について 

 

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、令和2年度

久喜市水道事業会計決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて認定に付する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０ 

議案第７３号 

 

   令和２年度久喜市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 令和2年度久喜市下水道事業会計未処分利益剰余金を別紙のとおり処分したい

ので、議決を求める。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 

提案理由 

 未処分利益剰余金を処分したいので、地方公営企業法第32条第2項の規定によ

り、この案を提出するものであります。 

 

 

 

 

 



１１

令和２年度久喜市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

(単位　円)

減債積立金
未処分

利益剰余金
利益剰余金

合計

120,145,382 0 120,145,382

△ 120,145,382 254,497,867 134,352,485

△ 131,121,372 131,121,372 0

10,975,990 △ 10,975,990 0

当年度純利益 0 134,352,485 134,352,485

令和２年度末残高 0 254,497,867 254,497,867

123,376,495 △ 254,497,867 △ 131,121,372

処分後残高 123,376,495 0 123,376,495

処分額

令和元年度末残高

令和２年度変動額

利益剰余金

減債積立金取崩額

当年度利益剰余金
処分額



１２ 

議案第７４号 

 

   令和２年度久喜市下水道事業会計決算認定について 

 

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、令和2年度

久喜市下水道事業会計決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて認定に付す

る。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１３ 

議案第７５号 

 

   令和３年度久喜市一般会計補正予算（第６号）について 

 

 令和3年度久喜市一般会計補正予算(第6号)を別冊のとおり提出する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一  

 



１４ 

議案第７６号 

 

   令和３年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

 令和3年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出す

る。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 



１５ 

議案第７７号 

 

   令和３年度久喜市介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

 令和3年度久喜市介護保険特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 



１６ 

議案第７８号 

 

   令和３年度久喜市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

 

 令和3年度久喜市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出

する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 



１７ 

議案第７９号 

 

令和３年度久喜市土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）について 

 

 令和3年度久喜市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)を別冊のとおり提

出する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 



１８ 

議案第８０号 

 

   令和３年度久喜市水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

 令和3年度久喜市水道事業会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 

 

 



１９ 

議案第８１号 

 

   令和３年度久喜市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

 令和3年度久喜市下水道事業会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 

 

 



２０ 

議案第８２号 

 

   久喜市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

 久喜市個人番号の利用に関する条例(平成27年久喜市条例第39号)の一部を次の

ように改正する。 

第4条第2項ただし書中「第19条第8号」を「第19条第9号」に改め、同条第3項

中「法別表第2の第4欄」を「同表の第4欄」に改め、同項ただし書中「第19条第7

号」を「第19条第8号」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

久喜市長  梅  田  修  一 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一

部改正に伴い、所要の改正を行いたいので、この案を提出するものであります。 

 

 



２１ 

議案第８３号 

 

   久喜市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

 久喜市個人情報保護条例(平成22年久喜市条例第13号)の一部を次のように改正

する。 

第2条第2号中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法

律第58号)第2条第3項」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

第2条第2項」に改める。 

第24条第3項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第19条第7号」を「第19

条第8号」に、「同条第8号」を「同条第9号」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

久喜市長  梅  田  修  一 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一

部改正及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止に伴い、所要

の改正を行いたいので、この案を提出するものであります。 

 

 



２２ 

議案第８４号 

 

   財産の取得について（ＧＩＧＡスクール端末用電源アダプター） 

 

 次のとおり財産を取得することについて、議決を求める。 

 

１ 財 産 の 種 類  ＧＩＧＡスクール端末用電源アダプター 

２ 数    量  10,500個 

３ 取 得 金 額  21,021,000円 

４ 契約の相手方  埼玉県さいたま市岩槻区仲町1丁目13番16号 

株式会社トネガワ 

代表取締役 利根川 浩 一 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

久喜市長  梅  田  修  一 

 

提案理由 

 ＧＩＧＡスクール端末用電源アダプターを取得したいので、久喜市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、この

案を提出するものであります。 

 

 



２３ 

報告第１２号 

 

   継続費精算報告について 

 

 令和2年度久喜市水道事業の継続費に係る吉羽浄水場配水ポンプ棟築造工事及

び場内整備工事、吉羽浄水場自家発電機設備及び配水設備更新工事並びに森下浄

水場受変電設備及び次亜注入設備更新工事が完了したので、地方公営企業法施行

令(昭和27年政令第403号)第18条の2第2項の規定により、別紙のとおり報告する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 
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２５ 

報告第１３号 

 

   継続費精算報告について 

 

 令和2年度久喜市下水道事業の継続費に係る北中継ポンプ場更新工事が完了し

たので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第18条の2第2項の規定に

より、別紙のとおり報告する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 
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２７ 

報告第１４号 

 

   令和２年度決算に係る財政健全化に関する比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及

び第22条第1項の規定により、令和2年度における久喜市の健全化判断比率及び資

金不足比率を、別紙のとおり監査委員の意見を付けて報告する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２８  

財政健全化に関する比率   健全化判断比率                    （単位：％）  実 質 赤 字 比 率    － （ １１．７５ ）   連 結 実 質 赤 字 比 率    － （ １６．７５ ）   実 質 公 債 費 比 率  ５．７   （ ２５．０ ）   将 来 負 担 比 率  ５．５   （ ３５０．０ ）   備考  １ 実質赤字額及び連結実質赤字額が生じていないことから、実質赤字比   率及び連結実質赤字比率については、「－」を記載しています。  ２ 早期健全化基準を、括弧内に記載しています。    資金不足比率                     （単位：％）  農業集落排水事業特別会計    － （ ２０．０ ）   土地区画整理事業特別会計    － （ ２０．０ ）   水 道 事 業 会 計    － （ ２０．０ ）    下 水 道 事 業 会 計    － （ ２０．０ ）  
備考  １ いずれの特別会計においても資金不足額が生じていないことから、資   金不足比率については、「－」を記載しています。  ２ 経営健全化基準を、括弧内に記載しています。  



２９ 
 

久監査第２５６号 

令和３年８月６日 

 

久喜市長 梅 田 修 一 様 

 

 

久喜市監査委員 菊 地 雅 之  

久喜市監査委員 斉 藤 広 子  

 

 

財政健全化審査意見の提出について 

 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により審査に付された令
和２年度決算に係る健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査

したので、別紙のとおりその意見を提出する。 

○写  



３０ 
 

別紙 

令和２年度 財政健全化審査意見書 

 

１ 審査の概要 

この財政健全化審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼と

して実施した。 

 

２ 審査の結果 

(１)  総合意見 

審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

記 

（単位：％） 

健全化判断比率 令和２年度 令和元年度 早期健全化基準 

① 実質赤字比率 ― ― 11.75 

② 連結実質赤字比率 ― ― 16.75 

③ 実質公債費比率 5.7 6.1 25.0 

④ 将来負担比率 5.5 1.2 350.0 

 

(２)  個別意見 

① 実質赤字比率について 

令和２年度一般会計等の実質収支は黒字となっており、実質赤字比率

は早期健全化基準の 11.75％と比較すると、良好な状態にあると認めら

れる。 

② 連結実質赤字比率について 

令和２年度の連結実質収支は黒字となっており、連結実質赤字比率は

早期健全化基準の 16.75％と比較すると、良好な状態にあると認められ

る。 

③ 実質公債費比率について    令和２年度の実質公債費比率は 5.7％となっており、前年度より 0.4

ポイントの減となった。 

早期健全化基準の 25.0％と比較すると、これを下回り良好な状態にあ

ると認められる。 

 



３１ 
 

④ 将来負担比率について    令和２年度の将来負担比率は 5.5％となっており、前年度より 4.3 ポ

イントの増となった。 

早期健全化基準の 350.0％と比較すると、これを下回り良好な状態に

あると認められる。 

 

 (３)  是正改善を要する事項 

指摘すべき事項は特にない。 
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久監査第２５７号 

令和３年８月６日 

 

久喜市長 梅 田 修 一 様 

 

久喜市監査委員 菊 地 雅 之  

久喜市監査委員 斉 藤 広 子  

 

 

経営健全化審査意見の提出について 

 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により審査に付された
令和２年度決算に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査

したので、別紙のとおりその意見を提出する。 

○写  
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別紙１ 

 

令和２年度 農業集落排水事業特別会計 (法非適用企業) 

経営健全化審査意見書 

 

１ 審査の概要 

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼とし

て実施した。 

 

２ 審査の結果 

(１)  総合意見 

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

記 

比率名 令和２年度 令和元年度 経営健全化基準 

 

 ①資金不足比率 

 

 

― 

 

― 

(％) 

20.0 

 

(２)  個別意見 

資金の不足は生じていないことから、資金不足比率は経営健全化基準の

20.0％と比較すると、良好な状態にあると認められる。 

 

(３)  是正改善を要する事項 

指摘すべき事項は特にない。 

 



３４ 
 

別紙２ 

 

令和２年度 土地区画整理事業特別会計 (法非適用企業) 

経営健全化審査意見書 

 

１ 審査の概要 

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼とし

て実施した。 

 

２ 審査の結果 

(１)  総合意見 

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

記 

比率名 令和２年度 令和元年度 経営健全化基準 

 

 ①資金不足比率 

 

 

― 

 

― 

(％) 

20.0 

 

(２)  個別意見 

資金の不足は生じていないことから、資金不足比率は経営健全化基準の

20.0％と比較すると、良好な状態にあると認められる。 

 

(３)  是正改善を要する事項 

指摘すべき事項は特にない。 
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別紙３ 

 

令和２年度 水道事業会計経営健全化審査意見書 

 

１ 審査の概要 

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼とし

て実施した。 

 

２ 審査の結果 

(１)  総合意見 

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

記 

比率名 令和２年度 令和元年度 経営健全化基準 

 

 ①資金不足比率 

 

 

― 

 

― 

(％) 

20.0 

 

(２) 個別意見      資金の不足は生じていないことから、資金不足比率は経営健全化基準の

20.0％と比較すると、良好な状態にあると認められる。 

 

(３) 是正改善を要する事項 

指摘すべき事項は特にない。 
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別紙４ 

 

令和２年度 下水道事業会計経営健全化審査意見書 

 

１ 審査の概要 

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼とし

て実施した。 

 

２ 審査の結果 

(１) 総合意見 

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

記 

比率名 令和２年度 令和元年度 経営健全化基準 

 

 ①資金不足比率 

 

 

― 

 

― 

(％) 

20.0 

 

(２)  個別意見 

資金の不足は生じていないことから、資金不足比率は経営健全化基準の

20.0％と比較すると、良好な状態にあると認められる。 

 

(３) 是正改善を要する事項 

指摘すべき事項は特にない。 

 

 

 



３７ 

報告第１５号 

 

   専決処分の報告について((仮称)久喜市立学校給食センター新築(建築)工  

   事の請負変更契約の締結) 

 

 (仮称)久喜市立学校給食センター新築(建築)工事の請負変更契約を締結するこ

とについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により、報告する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３８ 

専 決 処 分 書 

 

 次のとおり工事請負変更契約を締結することについて、地方自治法(昭和22年

法律第67号)第180条第1項の規定により、専決処分する。 

 

 １ 契 約 の 目 的  (仮称)久喜市立学校給食センター新築(建築)工事 

 ２ 変 更 請 負 金 額  1,684,078,000円 

 ３ 今回変更による増額    2,178,000円 

 ４ 契 約 の 相 手 方  高橋・黒須特定建設工事共同企業体 

              (代表者)埼玉県久喜市南4丁目3番4号 

株式会社高橋組 

                  代表取締役 髙 橋 崇 剛 

 

   令和３年７月１６日 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一    

 



３９ 

報告第１６号 

 

   専決処分の報告について((仮称)久喜市立学校給食センター新築(電気設 

   備)工事の請負変更契約の締結) 

 

 (仮称)久喜市立学校給食センター新築(電気設備)工事の請負変更契約を締結す

ることについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により、報告する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４０ 

専 決 処 分 書 

 

 次のとおり工事請負変更契約を締結することについて、地方自治法(昭和22年

法律第67号)第180条第1項の規定により、専決処分する。 

 

 １ 契 約 の 目 的  (仮称)久喜市立学校給食センター新築(電気設備)

工事 

 ２ 変 更 請 負 金 額  602,558,000円 

 ３ 今回変更による増額    858,000円 

 ４ 契 約 の 相 手 方  中村・内田特定建設工事共同企業体 

              (代表者)埼玉県幸手市南3丁目9番5号 

中村電設工業株式会社 幸手支店 

                  支店長 本 多 寛 子 

 

   令和３年７月１６日 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一    

 



４１ 

報告第１７号 

 

   専決処分の報告について((仮称)久喜市立学校給食センター新築(機械設 

   備)工事の請負変更契約の締結) 

 

 (仮称)久喜市立学校給食センター新築(機械設備)工事の請負変更契約を締結す

ることについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により、報告する。 

 

  令和３年８月３１日提出 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一 
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専 決 処 分 書 

 

 次のとおり工事請負変更契約を締結することについて、地方自治法(昭和22年

法律第67号)第180条第1項の規定により、専決処分する。 

 

 １ 契 約 の 目 的  (仮称)久喜市立学校給食センター新築(機械設備)

工事 

 ２ 変 更 請 負 金 額  1,190,156,000円 

 ３ 今回変更による増額     2,156,000円 

 ４ 契 約 の 相 手 方  サイエイ・旭特定建設工事共同企業体 

              (代表者)埼玉県さいたま市岩槻区西原台1丁目1番 

10号 

株式会社サイエイヤマト 

                  代表取締役 町 田   豊 

 

   令和３年７月１６日 

 

                 久喜市長  梅  田  修  一    
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